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１ 計画策定の趣旨及び計画期間 

南房総市（以下「本市」といいます。）は、現在、人口 1 人当たりのごみ排出量は

国及び千葉県と比較して依然として高く、ごみを処理し、資源物として利用した量を

示す再生利用率もやや低い状況にあります。 

ごみの処理では、本市の内房地区の中間処理を行っている鋸南地区環境衛生組合

（以下「鋸南衛生組合」といいます。）大谷クリーンセンターは、昭和 58（1983）

年 4 月の稼働開始後から４２年が経過しており、老朽化が進んでいます。また、外房

地区の白浜清掃センターは、平成 14（2002）年 12 月に焼却を休止し、千倉清掃

センターも、平成 20（2008）年 1 月に焼却を休止し、民間委託による処理を行っ

ています。 

ごみ問題に関し、国は環境基本法や循環型社会形成推進基本法の制定をはじめ、廃

棄物処理法や資源の有効な利用の促進に関する法律等、循環型社会の実現に向けた

様々な法律の整備を進めています。 

千葉県では、「第三次千葉県環境基本計画」を策定したほか、「第 10 次千葉県廃棄

物処理計画」を策定し、食品ロスの削減や廃プラスチックへの対応等の新たな課題に

対し、実効性のある施策を展開していくことにより、千葉県の環境保全に関する施策

の総合的かつ計画的な推進を図っています。 

本市では、「第二次南房総市総合計画」において、第一次総合計画で定められた将

来像の「ひと・ゆめ・みらい 地域で創る魅力の郷 南房総」を引き継ぎ、安全で快適

な南房総を実現するため、「分別収集の細分化」や「３Ｒ活動の推進」及び「ごみ処理

施設の整備推進」等を目指しているところです。 

また、「第２次南房総市環境基本計画」では、本市の目指すべき環境像を、「一人ひ

とりが考え、地域で守り、地域で創る環境のまち 南房総」とし、これからの南房総市

を住み続けたいまち・選ばれるまちにするため、また未来の子どもたちが安心して笑

顔で暮らすことができるまちするための環境づくりを進めていくこととしています。 

さらに、令和元（２０１９）年に大量の災害廃棄物が発生した経験を踏まえ、大規

模災害発生時に災害廃棄物を適正かつ円滑に処理するため「南房総市災害廃棄物処理

計画」を策定しました（令和３年（２０２１）年３月策定）。 

ごみ処理広域化事業においては、これまで長年に渡り安房地域内での事業展開を検
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討してきましたが、現在では、更なる広域化として第２期君津地域広域廃棄物処理事

業により事業連携することとなったことから、事業の方向性が大きく転換しました。 

このような様々な背景から、本市の一般廃棄物処理に関し、必要な施策を推進する

ための総合的かつ中長期的な計画として、「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下「本

計画」といいます。）」を改定し、循環型社会の実現を目指すものです。 

なお、本計画は令和３（2021）年度を初年度とし、15 年後の令和 17（2035）

年度を計画目標年度とします。 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

計
画
策
定

第1中間目標年度 第2中間目標年度 計画目標年度

計画期間（中期） 計画期間（後期）計画期間（前期）

 

 

２ 国内外の動向 

地球規模での環境問題が深刻化する中、国連総会において、先進国と開発途上国が

共に取り組むべき国際社会全体の普遍的な目標として、「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」が採択され、その中に「持続可能な開発目標（ＳＤＧs）」が記載

されました。 

ＳＤＧs は、令和 12（2030）年度までに達成すべき国際社会全体の目標として、

17 のゴールと具体的な 169 のターゲットが設定され、目標の達成に向けて国や地方

自治体、企業等において様々な取り組みが進められています。 
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国内では、プラスチックの資源循環を総合的に推進するため、令和元（2019）年

5 月 31 日に「プラスチック資源循環戦略」を策定し、バイオプラスチックの利用促

進やプラスチック製容器包装以外の使用済プラスチック等のプラスチック資源の徹底

的かつ効果的・効率的な回収・再生利用等を総合的に推進することとなりました。 

また、令和元（2019）年 10 月に「食品ロスの削減の推進に関する法律（食品ロ

ス削減推進法）が施行され、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連

携し、国民運動として食品ロスの削減を推進することが定められています。 

千葉県では「ごみ処理広域化計画」を策定し、ごみ処理の広域化・ごみ処理施設の

集約化を進めていましたが、近年の廃棄物を取り巻く状況が大きく変化したことを受

け、国は平成 31（2019）年３月に「持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理

の広域化及びごみ処理施設の集約化について（通知）」を発出しました。今後は、社会

情勢や地域の状況を踏まえつつ、地域循環共生圏の考えを含め、廃棄物量に合わせた

効率的な処理に向け、廃棄物の広域的処理や処理施設の集約化を図る必要があります。 

 

３ ごみ処理の基本理念と基本方針 

（1）基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

（2）基本方針 

 

 

 

 

 

循環型社会形成推進基本法における廃棄物等処理の優先順位に基づき、まず、ご

みの発生抑制（リデュース）、次に再使用（リユース）に取り組みます。そのうえ

で、排出されるごみについては、再生利用（リサイクル）に取り組むものとします。 

ごみの発生抑制及び再使用等は、市民及び事業者の主体的な協力が不可欠である

ことから、市は積極的にごみに関する啓発や情報提供、環境教育等を推進するとと

もに、持続可能な支援を行い、また、適切な施策を行います。 

○３Ｒを中心課題として位置づけ、市民、事業者、行政が一体となったごみ処

理システムづくりを推進します。 

○循環型社会の形成を踏まえ、収集・運搬及び処理の各段階において、資源化

を含めた最適な処理・処分の体制を確保し、快適な生活環境の保全と公衆衛

生の向上に努めます。 

○環境負荷の低減に配慮した安定的かつ効率的な処理体制を確立します。 
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４ ごみ処理の現況と課題 

（1）ごみ処理体系 

本市のごみ処理は、平成 18（2006）年の合併以前の形態を継続しており、内

房地区（富浦、富山及び三芳地区）と外房地区（白浜、千倉、丸山及び和田地区）

で、収集及び処理の流れが異なっています。 

 

① 内房地区（富浦、富山及び三芳地区） 

ガラス・セトモノ

空きびん

不燃ごみ
(小型家電含む)

(組合収集)

飛 灰（固化）

資源化
（委託）

選  別

最終処分
（委託）

資源化
（委託）

破  砕
粗大ごみ

(組合収集)
選  別

可燃ごみ
(組合収集)

資源化
(容リルート)

ペットボトル
(組合収集)

選  別
(委託)

保  管
(委託)

ガラス類
(委託収集)

選  別
(委託)

破  砕

保  管

古紙・布・
雑がみ

(委託収集)
選  別 保  管

空き缶
(組合収集)

選  別 圧  縮

資源化
(容リルート)

保  管
(委託)

資源化
（委託）

焼  却

焼却灰 最終処分

資源化
（委託）

大谷クリーンセンター

 
注)「容リルート」とは、（財）日本容器包装リサイクル協会に資源化を委託するルートを示します。 

※可燃ごみのうち、イノシシなどの有害鳥獣の死体の焼却は、性状に応じ専用施設を用いる。 
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② 外房地区（白浜、千倉、丸山及び和田地区） 

民間焼却処理委託

選別 民間中古品再生利用業者委託 資源化

選別 民間中古品再生利用業者委託 資源化

選別 民間中古品再生利用業者委託 資源化

選別 民間中古品再生利用業者委託 資源化

選別 民間中古品再生利用業者委託 資源化

選別 容器包装リサイクル協会委託 資源化

破砕

可燃系 破砕

不燃系 民間中古品再生利用業者委託 資源化

古紙・布類・雑がみ

ペットボトル

資源化

最終処分場

選別 容器包装リサイクル協会委託

ガラス・せともの類

空きびん
（無色・茶色・その他）

粗大ごみ

プラスチック製容器包装

その他プラスチック

可燃ごみ

空き缶

民間灰
処分委託

白浜清掃センター

金物類

残渣

白浜清掃センター・千倉清掃センター

 
※可燃ごみのうち、イノシシなどの有害鳥獣の死体の焼却は、性状に応じ専用施設を用いる。 

（2）ごみ排出量の実績 

千葉県では、令和元（2019）年度に台風第 15 号（9 月 9 日）、第 19 号（10

月 12 日）が上陸し、10 月 25 日には記録的な大雨に見舞われ、本市も大きな被

害が発生しました。そのため、ごみ排出量の令和元（2019）年度の実績値には災

害ごみが含まれており、前年度より大幅に増加していることから、本計画では令和

元（2019）年度のデータを除いて検討します。 

 

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

15,655 15,463 15,234 15,083 15,149
16,706

1,042 1,043 1,047 1,054 1,078

1,205

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500

（ごみ排出量：ｔ/年） （原単位：ｇ/人･日）ごみ排出量の推移

原単位

事業系ごみ

生活系ごみ

 

1,042 1,043 1,047 1,054

947 939
925 920 918

936 925 913

1,205

1,078

903 897
850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1

2014 2015 2016 2017 2018 2019

（ｇ/人･日） 原単位の比較

全国平均

南房総市

千葉県
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平成 30（2018）年度の本市のごみ排出量は、15,149ｔとなっており、平

成 26（2014）年度に対し約 506ｔ（約 3.2％）の減少となっています。 

また、資源ごみ排出量が年々減少しているため、再生利用率は微減しています。 

最終処分量は、焼却灰の資源化を行っているため、減少傾向で推移しています。 

 

15
16
17
18
19
20
21
22

3,103 3,106 3,003 2,973 2,888

3,206

20.1% 19.7% 19.7%
19.1%

19.8%
19.2%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0%

5%

10%

15%

20%

25%
（再生利用量：ｔ/年） （再生利用率：％）再生利用の実績

再生利用量

再生利用率

 

15
16
17
18
19
20
21
22

2,244

1,931 1,858
2,015

1,864

2,168

14.3%

12.2%

12.5% 12.3%

13.4%
13.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%
（最終処分量：ｔ/年） （最終処分率：％）

最終処分の実績

最終処分量

最終処分率

 

 

（3）ごみ処理費用 

令和元（2019）年度のごみ処理経費は、多量の災害ごみが排出されたため、ご

み量が増加したことから約 9.1 億円となり、前年度より増加しました。 

なお、組合分担金は、鋸南衛生組合への分担金（内房地区分）及び安房広域への

粗大ごみ処理に対する分担金を合わせ、約 1.9 億円となっています。 

平成 30（2018）年度の人口１人当たりのごみの収集及び処理費用（車両購入

費等を除く）は 14,804 円であり、千葉県の 14,672 円と同程度となっています。 
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2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

南房総市 千葉県

（円/人） 平成30（2018）年度の比較ごみ処理経費の実績

人口１人
当たりでは
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（4）問題点と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ごみの発生抑制と排出抑制 

●1 人 1 日当たりのごみの排出量（原単位）の減量化 

●事業系ごみの減量化の推進 

●「ごみとなる物を発生させない」ための情報提供や環境教育等の推進 

 

② 市民・事業者・行政との協働 

●市民・事業者及び行政の協働による発生・排出抑制及び資源化の推進 

③ 再生利用率の向上 

●資源物、特に紙類やプラスチック製容器包装等の分別排出の徹底 

●分別排出等に関わる市民意識の啓発や資源ごみの分別区分の見直し 

 

⑥ 地球温暖化防止への配慮 

●廃棄物、特にプラスチック類の焼却量の削減 

④ 収集・運搬 

●地区別人口の増減に応じた収集区域、収集方法及び収集頻度の見直し 

●市民サービスと収集及び運搬の効率化 

●高齢者向けのごみ出し支援等の検討 

 

⑤ ごみ処理経費の合理化 

●安全かつ安定的な処理を行いつつ様々な角度から経費の合理化を図る 
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５ ごみ処理基本計画 

（1）ごみ処理の３Ｒ体系 

本市では、①発生抑制（リデュース）、②再使用（リユース）の２Ｒを推進し、

それでも排出されるごみは、③再生利用（リサイクル）を促進します。 

現在、３Ｒを推進していますが、将来的には④発生回避（リフューズ）と⑤修理

（リペア）を加え、5R とすることについて検討します。 

 

３Ｒ

２Ｒ
　③ Recycle 再生利用
　　　　（リサイクル）

　　★資源に戻そう

　資源として再生できるもの（ア
ルミ缶、スチール缶、ガラスび
ん、紙類、ペットボトル、白色ト
レイなど）は、資源回収に出して
リサイクルしましょう。

　　② Reuse 再使用
　　　 　（リユース）

　　　  ★繰り返し使おう

　再使用できるリターナブル容器
の商品を選びましょう。修理して
使えるものは修理しましょう、ま
た、不要になったものは、人に
譲ったり、フリーマーケットを利
用するなど、ものを繰り返し使い
ましょう。

　① Reduce 発生抑制
　　　　（リデュース）

　　★ごみの量を減らそう

　マイバッグを持参してレジ袋を
断る。簡易な包装の商品を選ぶだ
けでも、ごみを減らすことができ
ます。日用品は最後まで使い切
り、使い捨て商品ではなく、詰め
替え商品を利用するなど、ごみそ
のものを出さないようにしましょ
う。

（ごみの減量化の推進）
　優先度は高いものの、リサ
　イクル（再生利用）と比べ
　やや遅れている状況です。

　　（リサイクルの推進）
 　・マテリアルリサイクル
 　・サーマルリサイクル

　④ Refuse 発生回避※
（リフューズ）

　　☆ごみとなるものを断ろう
　　マイバックを持参し、レジ袋を断るなど、ごみとなるものを買わない、
　　貰わない。本当に必要なものだけを選択しましょう。

　⑤ Repair 修理※
（リペア）

　　☆修理して長く使おう
　　捨てる前に修理できないか考えてみましょう。
　　修理をしてできるだけ長く使いましょう。

優
　
　
先
　
　
順
　
　
位

５Ｒ
（ごみの発生抑制）
　 ３Ｒに２Ｒを
　 加えた概念

※
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資源の適正な循環的利用のイメージ 

 

（2）計画の目標 

本市の将来ごみ排出量等の目標は、国及び千葉県の数値目標を参考として設定し

ますが、現時点では最終処分量を除き、千葉県の実績（県平均）に達していません。 

そのため、いずれ県平均に追いつくための第一歩として、実現可能な数値目標と

して以下の目標を設定します。 

 

区   分 
実績値 

平成 30 年度 
（2018） 

第 1 中間目標 
令和 7 年度 
（2025） 

第 2 中間目標 
令和 12 年度 
（2030） 

計画目標年度 
令和 17 年度 
（2035） 

年 間 排 出 量 15,149ｔ/年 13,282ｔ/年以下 11,850ｔ/年以下 10,518ｔ/年以下 

１ 人 １ 日 あ た り の 
家 庭 系 ご み 排 出 量 
（資源ごみを除く） 

602ｇ/人・日 565ｇ/人・日以下 532ｇ/人・日以下 499ｇ/人・日以下 

出口側の循環利用率 19.1％ 19.1％以上 19.3％以上 19.6％以上 

最 終 処 分 量 1,340ｔ/年 1,614ｔ/年以下 1,436ｔ/年以下 1,269ｔ/年以下 

※減量化目標は、１人１日あたりの家庭系ごみ排出量（資源ごみを除く）を令和 17（2035）年度ま

でに 500ｇ/人・日以下にすることを目指します。 

 出口側の循環利用率及び最終処分量については、焼却灰の再生利用量により変動しますが、目標では

実績値と同程度とした場合の数値を設定しています。 
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（3）ごみの排出抑制のための方策 

１）発生抑制・再生利用の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 収集・運搬 

○エコバッグ（マイバッグ）の活用と過剰包装の辞退 

○フリーマーケット・バザー等の活用 

○生ごみの減量化と堆肥化 

○廃食用油の回収 

○剪定枝等の資源化 

○食品ロス削減レシピの発信や備蓄食料の食品ロス防止 

○食品等の期限表示の理解の促進 

○外国人向けパンフレット（多言語対応）の作成・配布 

○ペットボトルキャップの回収 

③ 事業者における排出抑制と再使用等の推進 

○排出者責任や拡大生産者責任に対する理解と協力を深める広報の推進 

○排出抑制、再資源化に配慮した製品の使用 

○従業員意識の高揚 

○事業者を対象とした減量化計画の策定・指導 

○新聞古紙等の新聞販売店回収の実施 

○ごみの減量化に積極的に取り組んでいる事業所の紹介 

○事業系資源ごみのリサイクル促進 

④ 行政における排出抑制と再使用等の推進 

○市民・事業者に対する情報の提供 

○公共施設での施策（減量化・資源化の徹底と環境啓発普及活動の推進） 

○ごみアプリ（ごみの分別支援アプリ）の導入・配信の検討 

① 有料化の定期的な見直し 

○効果的なごみ減量効果を発揮するため、適切な料金体制等を検討する 
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２）処理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 非定住者に対する施策 

○観光客に対するごみのポイ捨て防止運動及び持ち帰り運動等の推進 

⑤ 環境教育の推進 

○ごみ処理施設見学会の実施 

○環境学習の提供（ごみ処理に関する講習や体験学習等） 

⑦ 超高齢化社会の実情に沿った施策 

○福祉部局と連携し、ごみ出しが困難な高齢者に向けた支援等を検討 

① 家庭ごみの処理体制の現状と今後 

○可燃ごみは第２期君津地域広域廃棄物処理事業として実施し、可燃ご

み以外のごみは、中継施設の整備と合わせて検討する 

② 事業系一般廃棄物の処理体制の現状と今後 

○事業所に対し、事業系一般廃棄物の減量化・資源化について指導を行

い、その周知徹底を図るとともに、啓発活動を推進する 

③ 一般廃棄物処理施設で併せて処理する産業廃棄物の現状と今後 

○基本的には、産業廃棄物は受け入れないが、「併せ産廃」と認定できる

ごみに関しては、協議・検討を行い、受け入れの可否を検討する 

④ 広域化に向けた今後の処理体制の要点 

◆可燃ごみについては、当面は現在の処理体制を継続し、新たな広域処

理施設の稼働後は溶融処理し、効率的なエネルギー回収を図る 

◆粗大ごみ、不燃ごみは、当面は現在の処理体制を継続し、今後は、本

市施設又は新たな枠組みによる施設を整備することを検討する 
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（4）ごみの分別区分 

１）生活系ごみ 

当面は現在の分別区分を維持するものとしますが、ごみ処理の広域化処理の実

施に伴い、将来的には、関係市町と協議・検討を行い、効率的かつ経済的な処理

を実施できるごみの分別区分を定めるものとします。 

以下に、現在の分別区分と将来の分別区分の例を示します。 

 
方　法 指定袋等

可燃ごみ ① 可燃ごみ ステーション  指定袋

粗大ごみ ② 不燃ごみ ステーション  袋収集

空き缶 ③ 粗大ごみ 戸別排出  戸別収集

空きびん　 ④ 缶類 ステーション  袋収集

ペットボトル ⑤ びん類 ステーション  袋収集

古紙・布類・雑がみ ⑥ ペットボトル ステーション  袋収集

不燃ごみ ⑦ プラスチック製容器包装 ステーション  袋収集

小型家電製品 ⑧ 紙製容器包装 ステーション  袋収集

金物類・小型家電 ⑨ ステーション  結束・袋収集等

ガラス・せともの類 ⑩ －  持ち込み等

プラスチック製容器包装 ⑪ ステーション  袋収集

その他プラスチック ⑫ ステーション  袋収集

古紙・布類 ※国ではプラスチック製容器包装と製品プラスチックの混合収集も検討されています。

雑がみ

将来の分別区分

容
器
包
装

資
　
源
　
ご
　
み

外房地区

現行の分別区分

全　市

上
記
に
加
え

内房地区

小型家電

廃食用油・剪定枝等

古紙・布類・雑がみ

蛍光管、体温計、乾電池

 

 

２）事業系ごみ 

事業系ごみについては、排出実態の把握を行い、多量排出事業者に対する指導、

減量化を推進していきます。 

また、事業系ごみの運搬等処理を行っている事業者に対して、処理方法などを

適正に指導・監督するため、ごみの排出実態を把握し、ごみ減量化を推進します。 
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（5）ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

１）収集・運搬に関する目標 

 

 

 

 

 

２）収集・運搬体制 

排出方法 収集方式 方　法 収集主体 収集形態

可燃ごみ 指定袋 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 直営／委託

不燃ごみ 袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 直営／委託

粗大ごみ  戸別収集 申込制 戸別 市・鋸南衛生組合 直営／委託

缶類 袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

びん類 袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

ペットボトル 袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

プラスチック製容器包装 袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

紙製容器包装 袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

結束・袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

持込み等 － － － －

袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

袋収集 定期収集 ステーション 市・鋸南衛生組合 委　託

分別区分

蛍光管、体温計、乾電池

古紙・布類・雑がみ

廃食用油・剪定枝等

小型家電

容
器
包
装

資
　
源
　
ご
　
み

 
注）収集・運搬体制は、本市及び鋸南衛生組合との協議によって決定します。 

 

３）中間処理に関する目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○効率的な処理・処分を実施するため、分別区分の統一を検討します。 

○人口の増減や高齢化等などに伴い、将来的にごみ排出量が変化すること

が予想されるため、必要に応じて収集・運搬体制の見直しを検討します。 

○安全かつ衛生的な中間処理を行います。 

○焼却に伴い発生するエネルギーを回収します。 

○効果的な資源化を行い、最終処分量を削減します。 

○環境負荷を低減し、環境保全に十分な配慮をします。 
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４）中間処理体制 

中間処理施設 中間処理方法 処理主体

エネルギー回収型
廃棄物処理施設  焼却等（発電及び熱利用） 委託※

 破砕→選別(鉄・アルミ資源化)→残渣焼却

 粗破砕の後、不燃ごみと共に処理

缶類  色別選別→資源化→残渣は埋立

びん類  磁力・アルミ選別→資源化→残渣は埋立

ペットボトル  不純物選別→資源化

プラスチック製容器包装  不純物選別→資源化

紙製容器包装  不純物選別→資源化

マテリアル施設  ストック→処理委託

南房総市
鋸南衛生組合

蛍光管、体温計、乾電池

マテリアル
リサイクル
推進施設等

 再生利用業者に資源化を委託直接資源化

分別区分

可燃ごみ

不燃ごみ

資
　
源
　
ご
　
み

容
器
包
装

古紙・布類・雑がみ

廃食用油・剪定枝等

小型家電

粗大ごみ

 
※株式会社上総安房クリーンシステムを事業主体として PFI（BOO）事業による広域廃棄物処理施

設において処理します。（第 2 期君津地域広域廃棄物処理事業） 

注）可燃ごみ以外の中間処理等については、本市及び鋸南衛生組合との協議によって決定します。 

 

５）最終処分に関する目標 

 

 

 

 

 

 

６）最終処分体制 

最終処分は、民間委託により実施しますが、飛散を防止し、浸出水量をできる

だけ少なくするなど、安全性を充分に考慮した施設に委託するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

○最終処分場の適正管理により、埋立廃棄物の安定化・無害化を図ります。 

○ごみの排出抑制、資源化に努めつつ、中間処理を行うことで最終処分量

の低減化を図り、最終処分場の延命化に努めます。 

○最終処分場は、安全かつ安定的な処分場を計画します。 
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７）ごみ処理体系 

 

資源物

不燃ごみ

粗大ごみ

ビン・ガラス類 カレット

缶　類 ｽﾁｰﾙ･ｱﾙﾐ

ペットボトル ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ

容器包装ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 容器包装

乾電池 マンガン等 再生委託

蛍光管･体温計 水銀等 再生委託

再生利用
業者委託

溶融スラグ 土木・建築資材等

溶融メタル 金属、機械部品等

再生利用
業者委託

鉄
アルミ

小型家電

可燃ごみ エネルギー回収施設

古紙類

飲料用紙パック

雑がみ

布　類

収 集 ご み

委 託 収 集

広 域 化 施 設（6市1町）

リサイクル施設

破砕、選別

選別（透明･茶）

選別（鉄･ｱﾙﾐ）

選　別

選別・保管

選別・保管

選別・保管

民間委託

可燃物、不燃残渣
本市施設または新た
な枠組みによる施設
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（6）ごみの処理施設の整備に関する事項 

１）第２期君津地域広域廃棄物処理事業による中間処理施設の概要 

エネルギー回収型 

廃棄物処理施設 

施設規模 486t/日 処理（162ｔ/24h×3 炉） 

所在地 千葉県富津市新富 21－3 

処理方式 シャフト炉式ガス化溶融方式 

施設構成 
工場棟、計量棟、管理棟、 

スラグストックヤード棟 

発電能力 11,880ｋW 

 

２）第２期君津地域広域廃棄物処理事業の計画工程 

 
※「かずさクリーンシステム」は、現在、君津地域 4 市（木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市）の広域

処理を行っている施設です。第 2 期事業から鴨川市、南房総市及び鋸南町が参加します。 

 

３）中継施設 

新たな広域施設に効率的に搬送するため、本市と現在、本市の一部と一部事務

組合を構成して可燃ごみの処理を行っている鋸南町と調整のうえ、新たな中継施

設を建設するものとします。 

なお、中継施設の供用開始は、広域施設の供用開始にあわせて令和 9 年度を目

標とします。 
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（7）その他ごみの処理に関し必要な事項 

１）市民に対する広報・啓発活動 

本市では、ごみ問題についての市民の理解と協力を得るため、継続的に啓発活

動を行っており、今後もこれらの広報・啓発活動に努めていきます。 

 

２）特別管理一般廃棄物に対する対処方針 

PCB を含んだ廃家電製品や感染性一般廃棄物（危険性・感染性廃棄物としての

在宅医療器具等）は、今後も現状の処理体制を維持し、適正処理の協力を求めて

いきます。 

 

３）適正処理困難物に対する対処方針 

適正処理困難物として品目を指定し、メーカー、取扱販売店及び専門の処理業

者への引取りを指導しており、今後も継続していきます。本市及び広域の新たな

施設の整備や法律制定等の動向に応じて、随時見直しを図っていくものとします。 

 

４）災害廃棄物処理計画の策定 

千葉県が策定している「千葉県災害廃棄物処理計画」や、「千葉県地域防災計画」

等と整合を図りつつ、非常災害に備えた「災害廃棄物処理計画」を策定しました。 

 

５）不法投棄対策 

不法投棄監視員による環境パトロールを実施しており、啓発看板を設置してい

ます。不法投棄監視カメラを設置し、行為者を特定するだけでなく、不法投棄に

対する抑止力とします。また、環境監視指導員により、不法投棄未然防止及び早

期発見に努めるとともに、不法投棄が発生した際の迅速な対応を行います。 

 

６）小型家電リサイクルに関する検討 

公共施設に回収ボックスを設置するとともにクリーンセンター、清掃センター

において不燃ごみや粗大ごみの中から選別し、小型家電リサイクル回収事業を展

開しています。 


